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令
和
７
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
お
慶
び

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
の
元
日
に
発
生
い
た
し
ま
し
た
能
登
半

島
地
震
で
は
、
多
く
の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
る

と
と
も
に
、
甚
大
な
る
被
害
が
発
生
い
た
し
ま

し
た
。
近
い
将
来
必
ず
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
る
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
る
高
知
市
に
住
む
者

と
し
て
、
他
人
事
と
は
思
え
ず
、
被
災
地
の
一

日
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
中
東
情

勢
の
緊
迫
化
、
近
年
に
な
い
大
幅
な
円
安
等
に

よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
穀
物
な
ど
の
諸
物
価
が

高
騰
し
、
国
民
生
活
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
農
業
の
分
野
に
お
い
て
も
、
肥
料
・

飼
料
を
は
じ
め
と
し
た
生
産
資
材
価
格
が
高
騰

し
、
営
農
の
継
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ

り
ま
す
。

　
政
府
は
、
農
業
・
農
村
政
策
の
基
本
的
方
向

性
を
指
し
示
す
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」

を
昨
年
６
月
に
四
半
世
紀
ぶ
り
に
初
め
て
改
正

い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
消
費
者
に
は
安
全
と
安
心
を
、

生
産
者
に
は
夢
と
希
望
の
持
て
る
、
農
政
の
今

後
概
ね
５
年
間
の
方
針
を
定
め
る
「
食
料
・
農
業
・

高
知
市
農
業
委
員
会

　
　
　
　会
長

　大
野

　哲

❹❶
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農
村
基
本
計
画
」
を
本
年
３
月
に
閣
議
決
定
す

る
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
５
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
「
改

正
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
」
等
に
よ
り
、

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
市
町
村
に
お
け
る
農
地

利
用
の
将
来
計
画
で
あ
る
「
地
域
計
画
」
と
し

て
法
定
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
「
地
域
計
画
」
は
、
農
業
者
の
高
齢
化

や
後
継
者
不
足
か
ら
農
業
就
業
人
口
が
急
速
に

減
少
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
残
さ
れ
た
担

い
手
が
経
営
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
こ
う

と
す
る
取
組
で
、
農
地
の
出
し
手
と
受
け
手
の

意
向
把
握
を
も
と
に
、
各
地
域
で
の
話
し
合
い

を
積
極
的
に
進
め
、
期
限
で
あ
る
本
年
３
月
末

ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
の
農
業
委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
任
期
も
折
り
返
し
を
迎
え
ま
す
が
、

農
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
急
激
に
変
化
す
る
中
、

地
域
の
農
業
者
の
代
表
と
し
て
、
引
き
続
き
、

連
携
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今

後
と
も
当
委
員
会
へ
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

全国農業新聞を購読しませんか
オールカラーで「見やすい」「分かりやすい」農業総合専門紙です。

◆発行日／毎週金曜日（月４回）
◆購読料／月額700円（送料・税込）で電子版も閲覧可能。
お申込みは、農業委員会事務局（☎088-823-9484）まで。

目次
Ｐ２ 高知市長に意見書を提出 ～地域農業の振興・発展に向けて～
　　 農地の貸借手続きが変わります ～利用権設定による貸借の廃止～
Ｐ3　農地銀行、農地に関する色々な手続きをご案内
Ｐ4　今こそ！農業者年金への加入を！
　　 全国農業新聞を購読しませんか

目次
Ｐ２ 高知市長に意見書を提出 ～地域農業の振興・発展に向けて～
　　 農地の貸借手続きが変わります ～利用権設定による貸借の廃止～
Ｐ3　農地銀行、農地に関する色々な手続きをご案内
Ｐ4　今こそ！農業者年金への加入を！
　　 全国農業新聞を購読しませんか

【お問い合わせ先】お近くのＪＡまたは農業委員会事務局（☎088-823-9484）まで

エキサイティンーッグ!
のうねん基金!!

⇒今こそ！農業者年金への加入を！

いろど　 　　　

老後を彩る利回り!!
・少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」

・制度発足以降の22年間（H14年～R５年）の運用
利回り※の平均は、年率3.05％

  ※年金資産の運用実績により変動します。

・農業者※なら誰でも入れる「終身年金」

・一定の要件を満たす農業者には、保険料の国庫補助       
 
・税制面で大きな優遇措置
        
　※①年間60日以上農業に従事、②65歳未満（60歳以上は国民年金の任意加入被保険者）、③国民
　　年金第１号被保険者であること。

注：のうねん基金　＝  農業者年金基金

のうねん基金　老後のゆとりが
あります!できます!!
 得られます!!!



１ 農地等の利用の最適化の推進に関する要望
  ・行政主導による農地の集約と基盤整備の推進
 ・農道及び用排水路の機能維持に対する支援
 ・有害鳥獣被害の撲滅に向けた対策強化
 ・耕作放棄地の発生防止・解消に向けた取組推進
 ・多様な就農希望者を対象とした支援制度の拡充

２ 高知市の農業発展に関する要望
  ・農業用機械等の導入・更新に対する支援拡充　
  ・女性農業者が活躍できる環境づくり
  ・市街化区域内農地の有益性を踏まえた生産緑地制度
の周知　

  ・農業用資産に対する償却資産課税を補完する支援
  ・雇用による就農者育成に取り組む農業法人等への支援
  ・放置された農業用燃油タンクの防災対策への支援
  ・南海トラフ地震に対する事前復興計画の検討
  ・中山間地域における農業・林業に対する複合的な支援

３ 国・県への要望
 ・農産物の適正な価格形成の実現に向けた仕組みづくり
 ・「食料安全保障の強化」に向けた農業の持続的発展
のための支援

 ・耕作放棄地の発生防止・解消に向けた制度改正
 ・農薬取締法における農薬登録手続き等の簡素化
 ・外来植物及び外来生物に対する検疫体制の強化
 ・春野地域における新川川流域の治水対策

❷❸

農地の貸借手続きが変わります
～利用権設定による貸借の廃止～

　令和６年10月24日、高知市農業委員会は「令和７年度における高知市農業施策等に関する意見書」
を高知市長に手渡しました。意見書の主な内容は、次のとおりです。

意見書（全文）は、高知市農業委員会事務局の
ホームページに掲載しております。

【ここが変わります！】
　法改正に伴い、「②貸し手・借り手相互での利
用権設定による貸借」が廃止されますので、令和
７年２月17日（月）以降は申請できなくなります。

【経過措置について】
　本年度末時点で「②貸し手・借り手相互での
利用権設定による貸借」で設定されている貸借
の権利は、契約期間が満了するまでは引き続き
有効です。

【受付窓口は農業委員会に一本化されます】
　「①農地法第３条許可申請に基づく貸借」
「③中間管理権設定による貸借」ともに高知市
農業委員会事務局が窓口となります。

【中間管理権設定による貸借のご活用を！】
　「③中間管理権設定による貸借」では、高知
県農業公社が間に入ることにより、貸し手側には
「貸借期間が終了すれば自動的に農地が返って
くる。」借り手側には「農地の集約化がサポート
される。」等のメリットがあります。

農地を貸借する場合の法手続きとして、主に次の３種類の手続きが利用されております。
①農地法第３条許可申請に基づく貸借
②貸し手・借り手相互での利用権設定による貸借（貸し手→借り手）⇒廃止へ
③高知県農業公社（農地中間管理機構）が中間に入る形の中間管理権設定による貸借
　（貸し手→高知県農業公社→借り手）

　農業委員会では、農地の出し手からの「売りたい」「貸したい」という申し出や、農地の受け手からの「買
いたい」「借りたい」という申し出を受け付けております。「農地が荒れてしまう前に誰かに使ってもらいた
い」などのご希望がある場合は、農地等あっせん相談員（農地利用最適化推進委員、ＪＡ高知市各支所長、
ＪＡ高知県春野支所信用課）または農業委員会事務局（☎088-823-9484）にご相談ください。

農地銀行

農地情報（令和6年11月現在）
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（単位：件）

　①農地法第３条許可申請（農地の売買、贈与、貸借等の許可）
　農地の売買・贈与や貸借などの権利の移転・設定を行う場合で、かつ譲受人または借受人が引き続き申
請地を農地として耕作する場合の申請手続きです。現在、貸借は別の手続きで申請を行うことが多いので、
所有権移転を行う際によく使われる申請となっています。
　許可申請ですので、許可できる場合／許可できない場合を定めた要件があります。農地の全てを効率的に
利用できるか、農作業に常時従事できるか、周辺の農地利用に悪影響を与える恐れはないか、等の条件に照
らして、譲受人等が申請地を適正に耕作できると認められない場合には、不許可となる場合があります。
　なお以前は、「申請地を含めて、ある程度の農地を現に耕作していないといけない」という、いわゆる「下限
面積」という要件がありましたが、これは令和５年４月１日から撤廃されています。
　時折、ご質問をいただきますが、家族間の贈与や、登記が農地以外でも現況が農地の場合なども、農地法
第３条の許可を受ける必要がありますのでご注意ください。

農地を売りたい・貸したいときは農業委員会にご相談ください

～ 農地に関する
　 色々な手続きをご案内 ～

高知市長に意見書を提出　～地域農業の振興・発展に向けて～

ミニミニメモ 農地の手続き
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　①農地法第３条許可申請（農地の売買、贈与、貸借等の許可）
　農地の売買・贈与や貸借などの権利の移転・設定を行う場合で、かつ譲受人または借受人が引き続き申
請地を農地として耕作する場合の申請手続きです。現在、貸借は別の手続きで申請を行うことが多いので、
所有権移転を行う際によく使われる申請となっています。
　許可申請ですので、許可できる場合／許可できない場合を定めた要件があります。農地の全てを効率的に
利用できるか、農作業に常時従事できるか、周辺の農地利用に悪影響を与える恐れはないか、等の条件に照
らして、譲受人等が申請地を適正に耕作できると認められない場合には、不許可となる場合があります。
　なお以前は、「申請地を含めて、ある程度の農地を現に耕作していないといけない」という、いわゆる「下限
面積」という要件がありましたが、これは令和５年４月１日から撤廃されています。
　時折、ご質問をいただきますが、家族間の贈与や、登記が農地以外でも現況が農地の場合なども、農地法
第３条の許可を受ける必要がありますのでご注意ください。

農地を売りたい・貸したいときは農業委員会にご相談ください

～ 農地に関する
　 色々な手続きをご案内 ～

高知市長に意見書を提出　～地域農業の振興・発展に向けて～

ミニミニメモ 農地の手続き
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令
和
７
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
お
慶
び

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
の
元
日
に
発
生
い
た
し
ま
し
た
能
登
半

島
地
震
で
は
、
多
く
の
尊
い
生
命
が
失
わ
れ
る

と
と
も
に
、
甚
大
な
る
被
害
が
発
生
い
た
し
ま

し
た
。
近
い
将
来
必
ず
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
る
、

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
る
高
知
市
に
住
む
者

と
し
て
、
他
人
事
と
は
思
え
ず
、
被
災
地
の
一

日
も
早
い
復
旧
・
復
興
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
中
東
情

勢
の
緊
迫
化
、
近
年
に
な
い
大
幅
な
円
安
等
に

よ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
穀
物
な
ど
の
諸
物
価
が

高
騰
し
、
国
民
生
活
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。
農
業
の
分
野
に
お
い
て
も
、
肥
料
・

飼
料
を
は
じ
め
と
し
た
生
産
資
材
価
格
が
高
騰

し
、
営
農
の
継
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ

り
ま
す
。

　
政
府
は
、
農
業
・
農
村
政
策
の
基
本
的
方
向

性
を
指
し
示
す
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
」

を
昨
年
６
月
に
四
半
世
紀
ぶ
り
に
初
め
て
改
正

い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
消
費
者
に
は
安
全
と
安
心
を
、

生
産
者
に
は
夢
と
希
望
の
持
て
る
、
農
政
の
今

後
概
ね
５
年
間
の
方
針
を
定
め
る
「
食
料
・
農
業
・

高
知
市
農
業
委
員
会

　
　
　
　会
長

　大
野

　哲

❹❶
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農
村
基
本
計
画
」
を
本
年
３
月
に
閣
議
決
定
す

る
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
５
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
「
改

正
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
」
等
に
よ
り
、

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
が
市
町
村
に
お
け
る
農
地

利
用
の
将
来
計
画
で
あ
る
「
地
域
計
画
」
と
し

て
法
定
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
「
地
域
計
画
」
は
、
農
業
者
の
高
齢
化

や
後
継
者
不
足
か
ら
農
業
就
業
人
口
が
急
速
に

減
少
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
残
さ
れ
た
担

い
手
が
経
営
し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
い
こ
う

と
す
る
取
組
で
、
農
地
の
出
し
手
と
受
け
手
の

意
向
把
握
を
も
と
に
、
各
地
域
で
の
話
し
合
い

を
積
極
的
に
進
め
、
期
限
で
あ
る
本
年
３
月
末

ま
で
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
現
在
の
農
業
委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
の
任
期
も
折
り
返
し
を
迎
え
ま
す
が
、

農
業
を
取
り
巻
く
環
境
が
急
激
に
変
化
す
る
中
、

地
域
の
農
業
者
の
代
表
と
し
て
、
引
き
続
き
、

連
携
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今

後
と
も
当
委
員
会
へ
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ

全国農業新聞を購読しませんか
オールカラーで「見やすい」「分かりやすい」農業総合専門紙です。

◆発行日／毎週金曜日（月４回）
◆購読料／月額700円（送料・税込）で電子版も閲覧可能。
お申込みは、農業委員会事務局（☎088-823-9484）まで。
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【お問い合わせ先】お近くのＪＡまたは農業委員会事務局（☎088-823-9484）まで

エキサイティンーッグ!
のうねん基金!!

⇒今こそ！農業者年金への加入を！

いろど　 　　　

老後を彩る利回り!!
・少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」

・制度発足以降の22年間（H14年～R５年）の運用
利回り※の平均は、年率3.05％

  ※年金資産の運用実績により変動します。

・農業者※なら誰でも入れる「終身年金」

・一定の要件を満たす農業者には、保険料の国庫補助       
 
・税制面で大きな優遇措置
        
　※①年間60日以上農業に従事、②65歳未満（60歳以上は国民年金の任意加入被保険者）、③国民
　　年金第１号被保険者であること。

注：のうねん基金　＝  農業者年金基金

のうねん基金　老後のゆとりが
あります!できます!!
 得られます!!!


